
 

令和８年度新潟県３Ｒ推進キャンペーン業務委託に係る質問への回答 

 
   令 和 ８ 年 ６ 月 1 5 日 

新潟県環境局資源循環推進課 

 

No 質問 回答 

１ 

 

 

○仕様書「４ 委託業務内容」 

・(2)共通広報コンテンツの作成：「各市

町村の広報媒体の種類（ＳＮＳ、広報誌）

及び原稿締切日等は、県が取りまとめて受

託者に提供予定」とありますが、各市町村

への交渉は受託者が行うという認識でよ

ろしいでしょうか。 

〇 市町村への本キャンペーンへの周知協力

については、県から依頼済みであり、以下の

点を確認済です。 

【活用可能な各市町村の主な広報媒体の例 

（締め切り等の主なもの）】 

・広報誌（10月掲載の場合、原稿の提出期限

は８月中旬、発行日の約１か月前 等） 

・ホームページ（随時発信可） 

・LINE、X、Facebook、メール（随時発信可） 

〇 なお、具体的にどの市町村の広報媒体に掲

載いただくかは、受託者決定後に調整のうえ

決定しますが、広報コンテンツの送付も含

め、市町村との調整は県が行う予定です。 

２ ○仕様書「４ 委託業務内容」 

・(2)共通広報コンテンツの作成：各市町村

の広報媒体への掲載は、委託期間内に何件程

度を予定していますか。 

〇 各市町村により周知可能な広報媒体は異

なり、また、掲載の可否は各市町村の原稿締

切日によって異なります。そのため、現時点

で委託期間内の掲載予定件数は設定してお

りません。 

３ ○仕様書「４ 委託業務内容」 

・(3)県民参加型イベントの実施：仕様書記 

載の市町村が実施するイベントに出展する 
場合、出展の費用はかかりますでしょうか。 

〇 本事業として仕様書掲載のイベントへ出

展する場合、受託者においてブース出展料の

負担はありません。また、備品（長机や椅子

等の基本的なもの）の貸出についても受託者

の負担はありません。 

〇 なお、その他イベント出展に係る人件費、

旅費、資材費等については、受託費用から支

出してください。 

４ ○仕様書「４ 委託業務内容」 

・(3)県民参加型イベントの実施：出展ブー 

スに衣類回収BOXを設置した場合、その後の 

衣類の処分は県に一任可能でしょうか。それ 

とも事業者側で処分する必要があるのでし 

ょうか。 

〇 出展ブースへの衣類回収 BOX の設置は可

能ですが、回収後の管理・リユース・処分を

含めて受託者において適切に対応してくだ

さい。 



 

５ ○仕様書「４ 委託業務内容」 

・主なターゲット層は、子育て世代・20〜30 

代とのことですが、古着の購入に消極的なの 

は高齢の女性という記載がありました。食品 

ロス削減は若者、衣類のリユースは高齢者と 

いう具合にターゲットを分けることは可能 

でしょうか。 

〇 「衣類のリユース」の主なターゲット層に

ついては、仕様書の参考データに記載のとお

り、次の点から子育て世代・20〜30 代を想

定していますが、別世代をターゲットとした

提案を妨げるものではありません。 

・ 若年層では、衣類のリユースの取組に抵抗

感が低い傾向があることから、衣類リユース

の啓発対象として高いポテンシャルがある。 

・ 子育て世代はこども服等の短期利用品が多

く、地域循環型のリユース施策との親和性が

高い。 

６ ○仕様書「４ 委託業務内容」 

・「事業者（民間企業・団体）」と連携、とあ

りますが包括連携協定を締結している企業

へ協力を依頼することは可能でしょうか。 

〇 事業者（民間企業・団体）との連携に当た

り、包括連携協定を締結している企業等に提

案内容の打診を行うことは差し支えありま

せん。 

７ ○仕様書「９ その他」  

・県が、衣類の回収ボックスを新たに設置す

る計画はありますでしょうか。ある場合、ど

のくらいの規模になりますでしょうか。 

〇 現時点で、県が衣類の回収ボックスを新た

に設置する計画はありません。 

８ ○仕様書「９ その他」  

・本件に伴うWebサイト制作を行った場合、

そのサイトは県が保有するサーバーやドメ

インを使う必要があるでしょうか。また、受

託者側がサーバーやドメインを準備する必

要がある場合はどのくらいの期間サイトを

公開・保持しておく必要があるでしょうか。 

〇 Webサイトを制作する場合は、県のサーバ

を用いることが原則ですが、やむを得ず庁外

のサーバを用いてホームページを開設する

必要がある場合は、県の担当部局との事前協

議が必須となります。 

ドメインは「pref.niigata.lg.jp」を使用

することが原則で、サブドメインの交付には

県の担当部局への交付申請が必要です。 

なお、実際に庁外のサーバを用いてWebサ

イトを制作する場合、庁外のサーバの設置及

びドメインの設置等の手続きは受託者にお

いて行うこととし、手続きに要する費用は受

託者において負担してください。 

 



 

９ ○仕様書「９ その他」  

・衣類のリユースについて、県の方で民間事

業者または市町村の回収 BOX の利用率や回

収重量などが数値として計測できる仕組み

に現状なっていますでしょうか。仕組みがあ

る場合はキャンペーン施策前後の数値を計

測していただくことは可能でしょうか。 

〇 現状、県において、民間事業者又は市町村

の回収 BOX の利用率や回収重量等を数値と

して計測できる仕組みはありません。 

 

 


